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平成28年経済センサスー活動調査の実施について（依頼）

日頃より政府が実施する各種統計調査に御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、総務省・経済産業省では、平成28年 6月に全国の全ての事業所・企業を対象とした「平

成28年経済センサスー活動調査Jを実施いたします。

経済センサス“活動調査は、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で

網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにすること

を目的とする政府の重要な調査であり、統計法（平成19年法律第53号）に基づいた報告義務のある

調査（基幹統計調査）として平成24年 2月に 1回目を実施し、今回は2回目の調査となります。

その調査結果は、地方税法（昭和25年法律第226号）に基づく地方消費税の清算の際に利用される

他、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、経営

の参考資料として事業者の方々にも広く活用していただいております。

昨年10月に本調査に先立ち実施いたしました「企業構造の事前確認」の際にも御協力のお願いを

させていただきましたが、改めて、調査の趣旨・必要性について御理解いただ、きますとともに、本

調査の円滑な実施に向け、貴団体のホームページや機関誌（紙）への記事圃広告の掲載等を通じま

して、関係する企業等の方々へ御周知いただきますようお願い申し上げます。

［臨合わせ
経済産業省大臣官房調査統計グノレ一フ。構造統計室

電話： 03一35 0 1一66 0 6 （直通）


